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 化学物質や粉じん等の有害物質への対策は、以下の優先順位で検討します。保護具は、適切に選択され、

使用されなければ効果を発揮しないため、優先順位が最も低く設定されています。 

 

特定の粉じん作業等においては、電動ファン付き呼吸用保護具が義務付けられていますが、その性能の高

さから、特定の作業以外においても活用することが望ましいです。特に、工学的対策のみでは十分な作業環

境改善を行うことが困難な場所での作業において呼吸用保護具を着用している場合には、電動ファン付き

呼吸用保護具を選択しましょう。 

電動ファン付き呼吸用保護具 

マスクに内蔵されている電動ファンにより、ろ過材や吸 

収缶で有害物を除去した空気を面体内に供給する保護具 
 

特徴 

①呼吸が非常に楽にできる。 

②マスク面体などの内部が電動ファンの送風により 

陽圧となるため、外部の有害物質が入りにくく、 

防護性能が高い。 

電動ファン付き呼吸用保護具の種類 

 

 

 

 

呼吸用保護具の指定防護係数  

   

呼吸用保護具の適切な選択 

 

リスクの低い
物質へ代替

工学的対策 管理的対策
有効な保護具

の使用

指定防護係数

使い捨て式防じんマスク ＤＳ１ 4

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
　　　　　　　（Ｐ-ＰＡＰＲ）

半面形面体
ＰＳ１

14

防毒マスク 半面形面体 10

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
　　　　　　　（Ｇ-ＰＡＰＲ）

防じん機能を有しない
半面形面体

50
防毒

呼吸用保護具の種類（一例）

防じん

作業場所 不適切な保護具 適切な保護具

酸素欠乏、有害物質濃度不明 ろ過式呼吸用保護具 吸気式呼吸用保護具（以下「吸気式」という）

有害ガス等が存在 防じんマスク、Ｐ-ＰＡＰＲ 防毒マスク、Ｇ-ＰＡＰＲ、吸気式

引火性蒸気、可燃性ガス爆発可能性 非防爆タイプＰＡＰＲ 左記以外のろ過式呼吸用保護具（防毒）、吸気式

可燃性、爆燃性の粉じん爆発可能性 非防爆タイプＰＡＰＲ 左記以外のろ過式呼吸用保護具（防じん）、吸気式

電動ファン付き呼吸用保護具を 
適切に使用しましょう！！ 

電動ファン付き呼吸用保護具の例 

 半面形面体        全面形面体 

型式検定合格標章の 
おおよその貼付位置 

3倍 

５倍 

電動ファン付き
呼吸用保護具

防じん機能

防毒機能
防じん機能あり

防じん機能なし

※令和５年 10 月１日か

ら型式検定の対象になり

ます。合格していないもの

は、令和８年９月 30日ま

でしか使用できません。 

吸用保護具が正常機能している場合に期待される最低の防護係数 

要求防護係数を上回る指定防護係数がある呼吸用保護具を選択します 
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保護具着用管理責任者の選任  令和６年４月１日から義務化 

リスクアセスメントに基づく措置として、労働者に保護具を使用させる事業場は「保護具着用管理責任者」の選

任が必要です。職務は、有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

リーフレット「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用 
保護具が型式検定等の対象機械に追加されます！！」  

学科科目 範囲 時間

①保護具着用管理責任者の役割と職務

②保護具に関する教育の方法

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

Ⅲ　労働災害の防止に関する知識 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 1時間

Ⅳ　関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

実技科目 範囲 時間

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

Ⅰ　保護具着用管理 0.5時間

Ⅱ　保護具に関する知識 3時間

Ⅴ　保護具の使用方法等 1時間

① 吸気弁、面体、排気弁、しめひも等に破損、亀裂又は著しい変形がないこと。

②
吸気弁及び排気弁は、弁及び弁座の組合せによって機能するものであることから、これらに粉じん等が付着
すると機能が低下することに留意すること。なお、排気弁に粉じん等が付着している場合には、相当の漏れ
込みが考えられるので、弁及び弁座を清掃するか、弁を交換すること。

③ 弁は、弁座に適切に固定されていること。また、排気弁については、密閉状態が保たれていること。

④ ろ過材及び吸収缶が適切に取り付けられていること。

⑤ ろ過材及び吸収缶に水が侵入したり、破損（穴あき等）又は変形がないこと。

⑥ ろ過材及び吸収缶から異臭が出ていないこと。

⑦ ろ過材が分離できる吸収缶にあっては、ろ過材が適切に取り付けられていること。

⑧
未使用の吸収缶にあっては、製造者が指定する保存期限を超えていないこと。また、包装が破損せず気密性
が保たれていること。

① ろ過式呼吸用保護具の破損、亀裂、変形等の状況を点検し、必要に応じ交換すること。

②
ろ過式呼吸用保護具及びその部品（吸気弁、面体、排気弁、しめひも等）の表面に付着した粉じん、汗、汚
れ等を乾燥した布片又は軽く水で湿らせた布片で取り除くこと。なお、著しい汚れがある場合の洗浄方法、
電気部品を含む箇所の洗浄の可否等については、製造者の取扱説明書に従うこと。

③
ろ過材に付着した粉じん等を取り除くために、圧搾空気等を吹きかけたり、ろ過材をたたいたりする行為
は、ろ過材を破損させるほか、粉じん等を再飛散させることとなるので行わないこと。

④
取扱説明書等に、ろ過材を再使用すること（水洗いして再使用することを含む。）ができる旨が記載されて
いる場合は、再使用する前に粒子捕集効率及び吸気抵抗が当該製品の規格値を満たしていることを、測定装
置を用いて確認すること。

使用前点検

使用後点検（粉じん等及び湿気の少ない場所で実施）

呼吸用保護具の点検項目

保護具着用管理責任者の教育受講者 

保護具着用 

管理責任者 

保護具着用管理責任者の 
教育受講が望ましい 

①化学物質管理専門家②作業環境管理専門家 

③労働衛生コンサルタント④第１種衛生管理者、 

衛生工学衛生管理者⑤作業主任者（特定化学物質、 

鉛、四アルキル鉛、有機溶剤）⑥安全衛生推進者 

 

選
任
要
件 

防じんマスク、防毒マスク及び電
動ファン付き呼吸用保護具の選
択、使用等について 

選任ができない場合 


